
行政財産使用許可申請（更新）
申請者操作マニュアル
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申請方法
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・アクセス方法

・利用者登録方法

・申請の流れ



アクセス方法
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• まず、「やまぐち電子申請サービス」のサイトにアクセスする必要があります。

• インターネット検索エンジンで「やまぐち電子申請サービス」と検索すると表示される「や
まぐち電子申請サービス電子申請：ホーム」にアクセスします。

このサイトにアクセス
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・アクセス方法

・利用者登録方法

・申請の流れ



利用者登録方法
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• 利用者登録をすると、次回以降のログインが楽になり、申請入力フォームでの入力作

業も簡略化することができます。

※本申請については、利用者登録をしていなくても、毎回メールアドレスを入力すれば

利用することができます。

• 利用者登録をする際は、画面右上の「利用者登録はこちら」をクリック。

ここをクリック



利用者登録方法

7

• 利用者登録画面が表示されます

• 必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

ここをクリック

• 必須項目の個人/法人を選択すると、下段の
「個人の場合の情報」及び「法人の場合の情
報」が入力できるようになります。

• この情報は任意項目ですが、入力しておくと
１６ページからの申請入力フォームで入力情
報が自動で転記されるので、便利です。

• 項目を入力次第、「次へ」をクリック。



利用者登録方法
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• 内容確認（利用者登録）画面が表示されます。

• 入力内容に間違いがないかの確認及び利用
規約を確認の上、「利用規約に同意して登録
する」をクリックします。

• 登録後、登録したメールアドレスに「利用者ＩＤ
発行と確認処理用ＵＲＬのお知らせ」が届きま
すので、メール内容に沿って、確認処理を
行ってください。

• 以上で、利用者登録方法は終わりです。

クリック



申請方法
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・アクセス方法

・利用者登録方法

・申請の流れ



申請の流れ
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• 「やまぐち電子申請サービス」のトップページから、「山口県」をクリックします。

クリック



申請の流れ
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• 山口県で現在電子申請化されている手続き一覧が表示さ
れますので、行政財産使用許可申請（更新）をクリックしま
す。

クリック拡大



申請の流れ
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• 左図のような手続案内フォームが表示され、ページの
一番下にある、「申請用紙をダウンロードする」により、
行政財産使用許可申請書及び、各受付窓口（連絡先あ
り）が取得できます。

• 電子申請システム上、申請書入力フォームを一か所に
まとめることができなかったため、宛先を「県知事宛て」
「県教育委員会教育長宛て」「県警察本部長宛て」に分
けています。

• さらに、「県知事宛て」及び「県教育委員会教育長宛て」
については、申請窓口が多いため、「県庁（本庁）」「県
東部」「県中部」「県西部」「県北部」に細分化しています。

• 自分の所属がどこに分類されているかは、別添の「問
い合わせ先.ｘｌｓｘ」ファイルを参照ください。

• 申請者は自らが申請したい宛先・地域をそれぞれ直接
リンク先のＵＲＬでアクセスすると、申請入力フォームに
飛びます。

各リンク先ＵＲＬ

申請用紙
をダウン
ロードする



申請の流れ
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• 各リンク先をクリックすると、ログイン画面が表

示されます。

※行政財産使用許可申請については、ログイ

ンしないで申請が可能です。（メールアドレス

は入力必須）

• 利用者登録をしていれば、ＩＤとパスワードを入

力してログインします。

※利用者登録については、５ページ～を参照

ください。



申請の流れ
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• ログインすると、申請書入力フォームに飛びます。

※申請書入力フォームで選択した宛名・地域のフォームに飛びます.



申請の流れ
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• 申請年月日は、申込日が自動で転記されるように設定されています。

• 申請書提出先のセレクトボックスには、申請フォームで選択した宛名・地域に応じた所
属が表示されます。

• 今回の入力フォームは、県知事宛て・本庁のため、

本庁内に所在する担当課が選択できます。

• ここで選択された課（班）にメールで申請が届くよう

になります。



申請の流れ
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• その他の入力必須項目については、利用者登録をしていれば、登録内容が転記されるよ
う設定しています。

※利用者登録していなければ、転記されませんので、直接入力が必要となります。

• 必須項目を入力したら、「次へ」をクリック。

• この必須項目については、利用者登録し
ていれば、自動で転記されます。



申請の流れ
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• 添付資料選択画面が表示されるので、添付資料を選択します。

※行政財産使用許可申請書のみ、添付を必須としています。

• 添付資料を確認後、「次へ」をクリック。

添付資料１～５までは、添付しない際にも「添付し
ない」を押さないと、最終確認画面でエラーがでま
すので、注意して下さい。

※一つの項目につき、１０MBまで添付可能
であり、全体で２０MBまで添付可能です。



申請の流れ
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• 手続方法入力画面が表示されるので、申請者本人が申請する場合は「本人」を、代

理人が申請する場合は「代理人」を選択して、「次へ」をクリック。

「本人」「代理人」のどちらかを選択



申請の流れ
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• 送信内容確認画面が表示されます。

• 内容を確認し、「送信」をクリックすると、申請完了です。

• 申請後、登録したメールアドレスに申請受
付のお知らせが届きます。

• 申請先から申請が受理されれば、申請受
理のお知らせが届き、その後申請が承認
されれば、申請承認のお知らせが届きま
す。

• 承認のお知らせ後、紙媒体で許可書が届
きます。



最後に
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•申請方法について何かご不明なこと等があれば、別添の「担当
所属一覧」に記載されている連絡先にお問い合わせください。


